
資料１－１



時期 R５年 

４～５月 

６月 ７月 ８月 9 月～12

月 

R６年 

1～3 月 

数量 ５トン ８トン ８トン ８トン ５トン ※ 

 ※概ね 40 トンから全海区における令和５年４月１日から 12 月 31 日までの採

捕数量の累計を差し引き、R４年度の超過分（2.6 トン）を差し引いた数量 

 

・全海区における令和５年４月１日からの採捕数量の累計が概ね 37.4

トンを超えるおそれがある場合：令和６年３月 31 日まで採捕を禁止

する。 

  エ 遊漁者は、ウの公示により大型魚の採捕が禁止された期間中は、大

型魚を採捕してはならない。意図せず採捕した場合には、直ちに海中

に放流しなければならない。 

 

（３）指示の有効期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までとする。 
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